
【状況写真】

事業の必要
性

・当該箇所は奈良県南部の十津川村に位置し、一部斜面については高さ
50mを超える保全対象の人家23戸を含む急傾斜地である。
斜面は荒廃が進んでおり転石が存在し、落石も発生している。今後の集中
豪雨等によるさらなる落石や斜面崩壊の危険性が懸念されるため、早急に
急傾斜地崩壊防止対策を実施する必要がある。

上位計画等 奈良県土砂災害基本方針ランクⅠ

事業の有効
性

（事業により
予想される
効果及び影
響）

【費用対便益】

Ｂ／Ｃ＝ 1.8 （参考値）

【便益に計上されていない効果】

人家23戸
国道168号 L=110m

コスト縮減
への取組み

地元情勢等 ・地元住民より早期対策の要望あり。

他計画他事
業との関連

定

性

的

評

価

事業名 防災・安全交付金事業（急傾斜） 路線名等 垣内地区

箇所名 吉野郡十津川村平谷

【担当課： 砂防・災害対策 課】事業箇所総合評価シート

事

業

の

概

要

MSPゴシック１
２ポイント

目 的 吉野郡十津川村平谷垣内地区において、急傾斜地の崩壊による災害から
人家を保全する。
（崩壊やその兆候が見られる箇所の保全）

事業内容 事業延長 L=240m 擁壁工 法面工

着手年度 平成29年度 完成年度 平成33年度 全体事業費 200 百万円

【平面図】

【位置図】

垣内地区

評価結果 左 の 理 由

採択 土砂災害基本方針に基づく「崩壊やその兆候が見られる箇所（ランクⅠ）」
の対策として必要性、緊急性が認められる。

垣内地区

奈良県道路網図（平27情使第780号）を転載


